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栃 木 県 規 則 第 五 号

　 栃 木 県 奨 励 品 種 の 優 良 な 種 苗 の 安 定 供 給 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 令 和 二 年 三 月 六 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 栃 木 県 奨 励 品 種 の 優 良 な 種 苗 の 安 定 供 給 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

　 （ 趣 旨 ）

第 一 条 　 こ の 規 則 は 、 栃 木 県 奨 励 品 種 の 優 良 な 種 苗 の 安 定 供 給 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 栃 木 県 条 例 第 九 号 。 以

下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

　 （ 定 義 ）

第 二 条 　 こ の 規 則 で 使 用 す る 用 語 は 、 条 例 で 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。

　 （ 指 定 の 告 示 ）

第 三 条 　 知 事 は 、 条 例 第 二 条 第 四 号 の 規 定 に よ る 指 定 を し た と き は 、 そ の 旨 を 告 示 す る も の と す る 。 こ れ を 解

除 し た と き も 、 同 様 と す る 。

　 （ 種 苗 生 産 等 計 画 の 策 定 等 に 係 る 協 議 ）

第 四 条 　 条 例 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 協 議 （ 以 下 「 協 議 」 と い う 。 ） は 、 別 に 定 め る 様 式 に よ り 行 う も の と

す る 。

２ 　 知 事 は 、 協 議 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 協 議 に 係 る 種 苗 生 産 等 計 画 に 同 意 し 、 又 は 同 意 し な い こ と と し

た と き は 、 当 該 協 議 を し た 種 苗 生 産 等 計 画 策 定 者 に 対 し 、 そ の 旨 を 書 面 に よ り 通 知 す る も の と す る 。

　 （ 意 見 の 聴 取 ）

第 五 条 　 知 事 は 、 条 例 第 七 条 又 は 第 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 種 苗 生

産 等 計 画 策 定 者 そ の 他 の 関 係 者 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。 こ れ ら を 解 除 し 、 又 は 同 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 変

更 し よ う と す る と き も 、 同 様 と す る 。

　 （ 委 任 ）

第 六 条 　 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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　───────────────────────────────────────────────

告 示
栃木県告示第119号
　次の軽油引取税免税証は、令和２（2020）年２月19日から無効とした。
　　令和２（2020）年３月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

免税証の
種 類

免税
用途

免 税 証 の
記号及び番号 枚数 有 効 期 間

免 税 証 に
記 載 さ れ た
販 売 業 者 の
住 所 氏 名

免 税 証 を
交 付 し た
県税事務所名

無効の
事 由

100㍑券

農業

A0630062866 １枚
R２（2020）.１.１

～
R２（2020）.12.31

真岡市
（有）青柳商店

栃 木 県
真岡県税事務所 紛 失50㍑券 A0530020363 １枚

20㍑券 A0430045620
A0430045621 ２枚

（税務課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第120号
　森林病害虫等防除法（昭和25年法律第53号）第５条第１項の規定により同法第３条第１項第５号に規定する
命令をするので、同法第５条第４項において準用する同法第３条第５項の規定により次のとおり公表する。
　　令和２（2020）年３月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　区域及び期間
⑴　区域
栃木県全域

⑵　期間
令和２（2020）年４月１日から令和３（2021）年３月31日まで

２　森林病害虫等の種類
松くい虫

３　行うべき措置の内容
　１の⑴の区域内に存する松くい虫が付着している伐採木等（伐採された樹木並びに土地から分離した樹木
の幹及び枝条（用材又は薪炭材であるものを含む。）をいう。）は、松くい虫を駆除した後でなければ移動す
ることができないものとする。ただし、特別伐倒駆除（松くい虫が付着している松の樹木の伐倒及び破砕
（破砕後の木片の厚さが六ミリメートル（木材チッパーにより破砕する場合にあっては、十五ミリメート
ル）以下となるように破砕を行うものに限る。）又は当該樹木の伐倒及び焼却（炭化を含む。）をいう。）を
行う場合は、この限りでない。
４　命令をしようとする理由
　１の⑴の区域の松林において、３の措置を行わなければ松くい虫の被害がまん延し、１の⑴の区域及びそ
の周辺の松林に重大な損害を与えるおそれがあるため。

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第121号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19条の９第１項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を
したので、同法第19条の19の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年３月６日

（ 生 産 振 興 課 ） 　
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

あんずの森クリニック 下野市仁良川1518-１ 冨山　剛 令和２（2020）年
１月21日

２　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

ウエルシア薬局佐野富
岡店

佐野市富岡町1712-１ ウエルシア薬局株式会社 令和２（2020）年
２月１日

３　指定訪問看護事業者

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

訪問看護ステーション
琴音

栃木市大平町川連490-４ 合同会社琴音 令和２（2020）年
２月１日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第122号
　難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第14条第１項に規定する指定医療機関の指
定をしたので、同法第24条の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年３月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

いちょう薬局 宇都宮市今泉町400-８ 株式会社叶 令和２（2020）年
１月１日

ファミリー薬局宇都宮
中岡本店

宇都宮市中岡本町2987-４ 株式会社ヒューマンケア企画 令和２（2020）年
２月１日

ウエルシア薬局佐野富
岡店

佐野市富岡町1712-１ ウエルシア薬局株式会社 令和２（2020）年
２月１日

２　指定訪問看護事業者等

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

訪問看護ステーション
えすぽ

宇都宮市花園町２-２リ
リー花園ビル２階

株式会社NuDGE 令和２（2020）年
１月１日

（健康増進課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第123号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和２（2020）年３月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

三 栗 谷 用 水 土 地 改 良 区 令和２（2020）年２月28日
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（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第124号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和２（2020）年３月６日から同年４月６日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和２（2020）年３月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

14 主 要 地 方 道
鹿 沼 日 光 線

日光市中小来川2541-１地先から
日光市中小来川2532-１地先まで

令和２（2020）年
３月10日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和２（2020）年３月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　委託業務件名　県政広報紙「とちぎ県民だより」制作業務委託
⑵　委託業務内容　入札説明書による。
⑶　履行期間　令和２（2020）年４月１日から令和３（2021）年３月31日まで
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号に規定する者に該当しない者である
こと。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、印刷物類の入札参加資格を有するも
のと決定された者であること。
⑶　令和２（2020）年３月24日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22（2010）
年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　栃木県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。
３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
栃木県県民生活部広報課広報担当　電話028-623-2192

⑵　入札及び開札の日時及び場所
令和２（2020）年３月24日午後３時30分
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号　栃木県庁本館８階県民生活部会議室２

⑶　その他
　入札説明書は、令和２（2020）年３月６日から同月23日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
の午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで⑴の場所において交付する。

４　その他
⑴　入札保証金　免除
⑵　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

⑶　落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最
低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑷　その他
ア　最低制限価格の有無　無
イ　入札の変更等　令和２（2020）年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この
入札の変更等を行うことがある。
ウ　その他　詳細は、入札説明書による。

（広報課）　
　───────────────────────────────────────────────


